
 

 

 

 

寒川町町税条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

 

令和 5 年 1 月 13 日 

 

 

                   寒川町長 木 村 俊 雄      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



寒川町規則第 1 号 

 

   寒川町町税条例施行規則の一部を改正する規則 

 

寒川町町税条例施行規則(昭和 60 年寒川町規則第 23 号)の一部を次のように改正す

る。 

   「 

 

別表中                                 を 

 

                                   」 

「 

 

                                に改める。 

 

 

                              」 

 

 

 

 

 

 

 

 

軽自動車税種別割納税通知書           第43号様式 

小型特殊自動車、原動機付自転車標識       第44号様式 

軽自動車税種別割納税証明書           第45号様式 

原動機付自転車試乗用標識貸与申請書       第46号様式 

軽自動車税種別割納税通知書(自主納付用)     第43号様式 

軽自動車税種別割納税通知書(口座振替用)     第44号様式

小型特殊自動車、原動機付自転車標識       第45号様式 

軽自動車税種別割納税証明書           第46号様式 

原動機付自転車試乗用標識貸与申請書       第47号様式 



第 36 号様式第 3 面を次のように改める。 

 



第 40 号様式第 4 面を次のように改める。 

 



第 43 号様式を次のように改める。 

 



 第 46 号様式を第 47 号様式とし、第 45 号様式を第 46 号様式とし、第 44 号様式を

第 45 号様式とし、第 43 号様式の次に次の 1 様式を加える。 

 

 



   附 則 

 (施行期日) 

1 この規則は、令和 5 年 4 月 1 日から施行する。 

 (経過措置) 

2 この規則による改正後の第 36 号様式、第 40 号様式、第 43 号様式及び第 44 号様

式の規定は、令和 5 年度分の町民税、固定資産税、都市計画税及び軽自動車税（以

下「町民税等」という。）から適用し、令和 4 年度分までの町民税等については、

なお、従前の例による。 


